
22 農山漁村地域整備交付金（公共）
【９１，６５０（１０１，６５０）百万円】

対策のポイント
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減

災対策を支援します。

＜背景／課題＞
・地域の特色を活かした地域活性化を図るためには、地域の創意・工夫によって、生産

現場の強化につながる農林水産業の基盤整備を進めることが重要です。
・また、農山漁村地域において、地震・津波対策はもとより、集中豪雨等の頻発化・激

甚化に対応するためには、防災・減災対策を推進することが必要です。
・このため、都道府県の裁量により事業を実施することが可能な交付金を措置すること

により、強い農林水産業のための基盤づくりを推進する必要があります。

政策目標
○担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）で全農地面積の８割
となるよう農地集積を推進

○二酸化炭素の森林吸収量3.5％の確保等に必要な路網の整備
○海岸堤防等の整備率69％（平成32年度）

＜主な内容＞
１．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計

画を策定し、これに基づき事業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場の強化や防災力
の向上のための事業を選択して実施することができます。

また、これと一体となって事業効果を高めるために必要な効果促進事業を実施する
ことができます。

農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等
森 林 分 野：予防治山、路網整備等
水 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、海岸保全施設整備等

３．国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配分でき
ます。また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。
（水産分野の一部事業については、市町村への直接交付も可能。）

国費率：１／２等
事業実施主体：都道府県、市町村等

お問い合わせ先：
農業農村分野に関すること

農村振興局地域整備課 （０３－６７４４－２２００）
森林分野に関すること

林野庁計画課 （０３－３５０１－３８４２）
水産分野に関すること

水産庁防災漁村課 （０３－３５０２－５３０４）

［平成30年度予算の概要］



農山漁村地域整備交付金

○ 農山漁村地域の活性化を図るため、農林水産業の基盤整備を進めるとともに、地震・津波や集中豪雨等の頻発化・激甚化に
対応した防災・減災対策を推進することが重要。

○ 都道府県の裁量により、生産現場の強化や防災力の向上につながる強い農林水産業のための基盤づくりを推進。

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

用水路の整備・更新により水管理負
担を軽減し農地利用を推進

老朽化したため池の全面改修により
洪水被害を未然防止

林道等の整備により効率的な間伐
材等の搬出を実現

漁村における津波避難対策（避難地、
避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

津波・高潮対策としての水門の整備

ほ場整備による農業生産性の向上、
秩序ある土地利用の推進

「農山漁村地域整備計画」を都道府県、市町村が策定して実施

地域の自主性に基づき、農・林・水に
またがる広範かつ多様な事業を自由
に選択
（都道府県が各地区に予算を配分）
（関係事務の一本化・統一化）

農業農村基盤整備 水産基盤整備森林基盤整備 海岸保全施設整備

都道府県の裁量による弾力的か
つ機動的な運用が可能

（農・林・水横断的な予算融通が
可能）

自治体は計画・進捗状況・事後評
価を公表
（客観性・透明性の確保）

農山漁村地域整備と一体となって、
事業効果を高めるために必要な効
果促進事業の実施が可能

地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の総合的な整備の実施

＋ ＋＋

交付金の仕組みと特徴

交付金を活用した事業の実施例

景観に配慮した侵食対策
津波、高潮による被害を未然に防ぐ
ため海岸堤防の整備を推進

藻場造成による漁場の整備

適切な森林整備を通じて、多面的機能
を維持・向上 治山施設による山地災害の未然防止


